
なぜ家族政策が必要なのか

　従来、我が国では出生率・出生数減少への対応枠組みとして、「少
子化対策」の概念が用いられてきた。しかし、「少子化対策」では
政策の視点が限定的であり、出生率・出生数の減少傾向に歯止めを
かけられずにいる。効果的な施策を講ずるためには、「少子化対策」
から、子供と親の家族全体を対象とする「家族政策」への転換が必
要である。従来の政策を「家族政策」の視点からとらえなおすこと
により、「少子化対策」では欠けていた国民のニーズへの対応問題、
政策の範囲と実施体制の問題など、新たな課題が見えてくるはずで

ある。
　1989 年、我が国では合計特殊出生率（出生率）が 1.57 を記録し、「ひ
のえうま」にあたり出産が控えられた 1966 年の 1.58 を下回った。こ
れは「1.57 ショック」と呼ばれ、以来約 30年にわたって少子化対策が
展開されるきっかけとなった。しかし、少子化対策の実効性が上がるど
ころか、出生率は低迷し、2005年には最低値である1.26となった（2019
年現在）。その後若干上昇して1.4台を推移したが、2019年には再び1.36
へと落ち込んでいる。出生数は 2016 年に 97 万人となり、初めて 100
万人を割った。2019 年には 86万 5千人とさらに減少しており、2021
年はコロナ禍の影響により 70万人台になるという予想もある。
　そのように、従来講じられてきた政策が功を奏していないのは、「家
族政策」という概念を取り入れなかったことが関係していると思われる。
欧米では「少子化対策」という概念はなく、日本の「少子化対策」で講
じられている政策は「家族政策」（Family Policy）と呼ぶことが一般的
である。しかし、我が国では一貫して「少子化対策」の名前を用いてきた。
私は内閣府に勤務して少子化対策を担当していたことがある。その時の
経験から、「少子化対策」と呼ぶと、出生率回復のみが目的、あるいは
女性と子供の問題と捉えられがちで、政策の広がりに欠けると感じてい
た。
　我が国では、特に行政において、家族政策とは何かという明確な定義
がない。私自身は拙著（『これでいいのか少子化対策―政策過程から見
る今後の課題』ミネルヴァ書房、2008）にて次のように定義している。「家
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負担軽減、児童手当、授業料の無償化、奨学金など
が含まれる。三つ目は、就労支援に関する分野であ
る（雇用政策は除く）。育児休業の取得促進、ワー
ク・ライフ・バランスの進展などが含まれる。そし
て、四つ目は、家族法に関する分野や意識改革・啓
発に関する分野である。結婚、離婚、養子縁組、里親、
家族の日・家族週間の導入などが含まれる。
　これら四つの分野のうち、一つ目から三つ目まで
はかなりの部分で少子化対策と重複している。しか
し、四つ目の分野は明らかに異なっており、新たに
取り組む必要がある部分である。
　家族政策の範囲を論ずるにあたり、従来行われて
きた少子化対策を整理してみたい。「1.57ショック」
の後、最初に打ち出された施策は 1994 年のエンゼ
ルプランである。その後、2000 年代に入ってから
対策が本格化し、2003 年に少子化対策基本法が制
定されて内閣府に少子化担当大臣が置かれるように
なった。2004 年には少子化対策大綱が閣議決定さ
れ、定期的に見直されることになっている。
　対策の内容面を見ると、主に保育の整備・拡充を
中心とした政策がとられてきた。2001 年の小泉政
権下で待機児童ゼロ作戦が始まり、2008 年には新

族機能を維持していくために、家族や家庭内の問題
を未然に防いだり、あるいは解決したりすることを
目的として、家計や生活面に対して、社会的に家族
を支援する政策」である。ここで、家族機能とは家
族により構成される世帯の生活維持や、家庭内にお
ける育児、教育、介護等に関する機能を指す。
　家族政策の視点がなぜ重要なのか。それは、人口
減少対策だけでなく、家族政策を展開して家族が抱
える様々な課題に対応し解決していくことが、家族
が持つ本来の機能を強化し、ひいては社会の安定・
発展につながると考えられるからである。

家族政策の範囲

　家族政策の具体的な範囲には、四つの分野が考え
られる。一つ目は、出産や子育て等の生活面を支援
する分野である。母子保健、保育サービス、就学前
教育（幼稚園）、ひとり親世帯に対する支援、育児
休業制度などが含まれる。二つ目は、家計の経済的
支援に関する分野である。出産育児一時金、健診費
用の支援、育児休業給付金、保育所費・幼稚園費の

（出典）内閣府「令和2年版少子化社会対策白書」
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2020/r02pdfhonpen/pdf/s1-2.pdf
（2021年5月3日アクセス）

出生数及び合計特殊出生率の推移【図 1】出生数及び合計特殊出生率
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保育の無償化が行われ、その後も高校授業料の無償
化や、大学等の高等教育への修学支援が行われてい
る。
　最近力を入れられている施策には、男女が出会う
機会の提供や新婚世帯支援などの結婚支援（婚活）
がある。我が国の少子化における大きな原因の一つ
は若者の未婚化・晩婚化にあるため、結婚自体を支
援する策がとられるようになった。私が内閣府にい
た頃は行政がこのような分野に関わることに批判も

待機児童ゼロ作戦に更新された。2017 年には子育
て安心プランという政策が始まり、2020 年度末ま
でに待機児童問題を解消することが目指された。し
かし、待機児童問題は 20年近く取り組まれている
ものの、大都市圏などを中心にいまだに解決されて
いない。
　経済的支援も整備されてきており、2010 年に子
ども手当の給付が開始された。これが児童手当の引
き上げにつながっている。2019 年には幼児教育・

少子化対策の取組の歴史
1990（平成2） ＜1.57ショック＞
1994（平成6） エンゼルプラン＋緊急保育対策5か年事業
1999（平成11） 少子化対策基本方針（新エンゼルプラン）
2001（平成13） 仕事と子育ての両立支援等の方針（待機児童ゼロ作戦）
2003（平成15） 少子化社会対策基本法、次世代育成支援対策推進法
2004（平成16） 少子化社会対策大綱、子ども・子育て応援プラン
2006（平成18） 「新しい少子化対策について」
2007（平成19） 仕事と生活の調和（ワークライフバランス）憲章
2010（平成22） 子ども手当の実施（2011年度まで）子ども・子育てビジョン
2012（平成24） 子ども・子育て支援法等、子ども・子育て関連3法
201３（平成25） 待機児童解消加速化プラン（2017年度末までに解消）
2015（平成27） 子ども子育て新制度の施行
2016（平成28） 日本一億総活躍プラン
2019（平成31） 幼児教育・保育の無償化
2020（令和２） （第4次）少子化社会対策大綱、（新型コロナウィルス感染問題）

【図 2】少子化対策の取り組みの歴史

主な少子化対策
分分 野野 主主 なな 政政 策策

結結婚婚支支援援（（婚婚活活）） 男男女女出出会会いいのの機機会会・・場場のの提提供供、、新新婚婚世世帯帯支支援援等等

妊妊娠娠・・出出産産支支援援 妊妊婦婦健健診診のの無無料料化化、、出出産産育育児児一一時時金金のの充充実実、、不不妊妊治治療療へへ
のの助助成成、、産産後後ケケアア事事業業等等

保保育育ササーービビススのの充充実実 保保育育所所のの整整備備促促進進、、病病児児保保育育のの推推進進、、待待機機児児童童ゼゼロロ作作戦戦、、
放放課課後後児児童童ククララブブ、、放放課課後後子子どどもも教教室室のの整整備備促促進進等等

地地域域のの子子育育てて支支援援 ここんんににちちはは赤赤ちちゃゃんん事事業業、、子子育育てて世世代代包包括括支支援援セセンンタターー（（産産
前前・・産産後後ササポポーートト事事業業等等））、、地地域域子子育育てて支支援援拠拠点点、、フファァミミリリーー
ササポポーートトセセンンタターー等等

経経済済的的支支援援のの充充実実 乳乳幼幼児児等等医医療療費費助助成成制制度度、、幼幼児児教教育育保保育育のの無無償償化化、、児児童童
手手当当のの拡拡充充、、高高校校授授業業料料のの無無償償化化、、奨奨学学金金制制度度のの充充実実等等

両両立立支支援援策策のの充充実実 育育児児休休業業のの取取得得促促進進（（期期間間拡拡大大、、給給付付金金のの増増額額等等））、、男男性性
のの育育児児参参加加のの促促進進、、事事業業所所内内保保育育施施設設のの整整備備等等

意意識識改改革革 普普及及啓啓発発事事業業、、家家族族のの日日・・週週間間、、ママタタニニテティィママーークク等等

若若者者のの就就労労支支援援 雇雇用用拡拡大大、、職職業業訓訓練練のの充充実実等等

家家庭庭支支援援 ひひととりり親親家家庭庭のの支支援援、、三三世世代代世世帯帯へへのの支支援援等等

ままちちづづくくりり ババリリアアフフリリーー化化（（エエレレベベーータターーのの設設置置等等））、、歩歩道道・・公公園園のの整整備備
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【図 3】主な少子化対策
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の上に基礎づけられかつ男性支配の代わりに協力
により維持されるべし。これらの原則に反する諸
法律は廃止せられ配偶者の選択、財産権、相続、
住所の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するそ
の他の事項を個人の威厳及び両性の本質的平等に
立脚する他の法律を以てこれに代えるべし」

　この GHQ草案を元に、日本側で改正案が作成さ
れ、最終的に帝国憲法改正案として国会に提出・審
議された。GHQ 草案第 23 条は帝国憲法改正案第
22条となり、下記のように修正された。

帝国憲法改正案「第 22条　婚姻は、両性の合意
のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有す
ることを基本として、相互の協力により、維持さ
れなければならない。配偶者の選択、財産権、相
続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関す
るその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳
と両性の本質的平等に立脚して、制定されなけれ
ばならない」

　上記のように、GHQ草案第 23条の一文目の家族
に関して論じた部分が、憲法に書く内容ではないと
して削除された。また、国会での審議中に、第一項
に「家族生活はこれを尊重する」という文言を追加
する修正案が出されたが、当時の政府は「法律上の
対応事項」として消極的であり、結局採決の末に否

あったが、現在では国が補助金を出したり、自治体
が出会いの場を設定したりしている。他には、家庭
と仕事の両立支援の充実、意識改革、若者の就労支
援などが幅広く取り組まれている。
　以上のような少子化対策に、家族法や意識改革の
ための取り組みを加えたものが家族政策である。家
族政策には、例えば、多様な家族支援、家庭保育支援、
介護者支援、税制上の対応、家族法制など、大変重
要な部分を含んでいる。

憲法制定過程における「家族」

　では、なぜ今まで我が国では家族政策が取り組ま
れなかったのだろうか。原因の一つとして、戦後に
日本国憲法が制定される過程で、条文から家族に関
する文言が取り除かれたことが挙げられる。
　日本国憲法は GHQ草案を元に、戦前の大日本帝
国憲法を改正するという形で制定された。現在の日
本国憲法第 24条の元となった GHQ草案第 23条に
は、以下のように家族に関して論じた文面が含まれ
ていた。

GHQ草案「第 23条　家族は人類社会の基底にし
てその伝統は善かれ悪しかれ国民に浸透す。婚姻
は男女両性の法律上及び社会上の争うべからざる
平等の上に存し、両親の強要の代わりに相互同意

家族政策

これまでの少子
化対策

（例）
多様な家族支援
家庭保育支援
介護者支援
税制の対応
家族法制

少子化対策と家族政策の関係
【図 4】少子化対策と家族政策の関係
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安らぎのオアシスであり、日本社会の基礎構造を
作るものである。
　政府が家庭に介入することや、望ましい家庭像
のあり方などを示すことは、適当ではないが、家
庭の基盤を充実したものとし、ゆとりと風格のあ
る安定した家庭の実現を図っていくうえで、家庭
自らの自主的努力と相まって、政府が何かお手伝
いすることがあるのではないだろうか。」（1979
年 3月 19 日、政策研究会・家庭基盤充実研究グ
ループ 第 1回会合）

　このような理念の具体化として、大平首相は「日
本型福祉社会」という言葉も使った。個人の自助努
力に加えて、家庭や近隣、地域社会で連帯を図りな
がら、政府が適正な公的福祉を重点的に実施する。
家庭基盤を強化することによって、日本型福祉社会
をつくることを企図していた。大平首相のそのよう
な意図を受けて、「家庭基盤充実」研究グループは
12の幅広い提言をまとめた。12番目に挙げられた
提言には「施策の総合的推進体制の確立―家庭基盤
充実のための行政基盤の充実」が掲げられている。
これには、「タテ割り行政」の見直しが必要であり、
首相を本部長とする「家庭基盤充実対策本部」を設
置するべきと付記されていた。後述するが、昨今議
論になっている「こども庁」創設と似た話題である。

　大平内閣の家庭基盤充実政策は、報告書が出され

決された。これが現行の第 24条となっている。
　世界の法規を見れば、家族に関する規定を含むも
のは珍しくない。世界人権宣言には「家庭は、社会
の自然且つ基礎的な集団単位であって、社会及び国
の保護を受ける権利を有する」と規定している。ま
た、ドイツ連邦共和国基本法（ドイツの憲法に相当）
では第 6条⑴に「婚姻および家族は、国家秩序の特
別の保護を受ける」とある。日本国憲法にも家族に
関する規定が残っていれば、現在の状況も少し違っ
ていたかもしれない。

家庭基盤充実をめぐる動き

　ただ、「家族」という言葉は使われなかったものの、
1980 年頃には「家庭基盤」をめぐる議論が活発化
したこともあった。その議論に最も大きな影響を与
えたのは、当時の大平正芳首相である。大平首相は
政治に対して理念的なものを明確にしようとし、「家
庭基盤充実」、「田園都市構想」、「環太平洋連帯」な
どの分野について、有識者のグループを作って政策
の方向性のとりまとめを考えていた。大平首相は「家
庭基盤充実」研究グループの第 1回会合において次
のように述べている。

「家庭は、社会の最も大切な中核である。落ち着
きと思いやりに満ち、充実した家庭こそ、国民の

家庭基盤充実研究グループの12の提言
（1）住宅・居住環境の質の改善ー空間的基盤の充実
（2）ゆとりと活力ある家庭生活ー経済的・時間的基盤の充実
（3）健康で生命力あふれる家庭ー健康のための家庭基盤の充実
（4）未来のための育児と家庭教育ー子どものための家庭基盤の充実
（5）婦人の生きがいと生活設計ー夫人のための家庭基盤の充実
（6）高齢者の健康と老後設計ー高齢者のための家庭基盤の充実
（7）自立に困難を抱える家庭への支援ー心の通い合うあたたかい福祉基盤
の充実

（8）文化活動と多様な生涯教育の充実ー文化・教育基盤の充実
（9）家庭に対する情報の提供ー情報ネットワーク基盤の充実
（10）家庭とコミュニティの連帯ーコミュニティ基盤の充実
（11）国際的に開かれて家庭ー国際交流のための基盤の充実
（12）施策の総合的推進体制の確立ー家庭基盤充実のための行政基盤の
充実（「タテ割行政」の見直しが必要。総理を本部長とする「家庭基盤充実対策本
部」を設置）

【図 5】家庭基盤充実研究グループの 12の提言



6子育て家庭を社会で支える「家族政策」の提言

　これに対して、家庭保育の場合、児童手当以外は
全く公的な支援がない。家庭保育で子供を育てたい
という人もいることを考えれば、家庭保育にも十分
な公的補助を投入する必要があるだろう。
　現在、「こども庁」の創設をめぐる議論が巻き起
こっている。私も前掲書において「子ども家庭省」
の設置を提案した。その理由として重要なのは、施
策の一元化及び専任大臣と組織の設置、予算確保に
ある。

「こども庁」をめぐる議論

　現在は内閣府が総合調整役で、厚生労働省と文部
科学省が施策を作る実質的な権限を持っている。こ
の体制では、なかなか政策を強力に推進することが
できない。例えば、厚生労働省が少子化対策分野の
多くの業務を管轄しているが、残念ながら厚生労働
省の中では少子化対策は最優先の政策課題ではな
い。今はコロナ対応に追われているが、それがなく
ても年金、医療、介護などに関する業務を抱えてお
り、少子化対策に投入される資源は限られている。
このように忙しい省に少子化対策を任せきりにする
のではなく、厚生労働省等とは別に、法律を所管し、
人と予算を持った専従省庁を創設して対策を推進し
ようという提案である。
　「こども庁」創設の議論は、2021 年に入ってから
自民党の有志が立ち上げた「子ども家庭庁」に関す
る勉強会を開催したことから始まった。最近では自
民党の本部も「子ども・若者」輝く未来創造本部を
設置している（2021 年 4 月）。本部長は二階幹事
長なので、非常に力を入れて取り組むという印象を
受ける。
　ただ、自民党内で検討されている内容をそのまま
推進するには問題がある。「こども庁」は多くの省
庁・部局にまたがる内容を担当する必要がある。そ
のため、果たして「こども」を担当する「庁」という、
内容面でも組織・権限面でも限定的なレベルで所管
できるのか疑問が残る。子供を支援するためには家
族を一体的に扱う必要があるし、関連する業務内容
はかなり幅広い。現行の組織体制では、関連する省

た直後に大平首相が急死したため、首相自身による
実施には結びつかなかった。しかし、その後の政
策にはそれなりの影響があったと言える。例えば、
1980 年に行われた妻の相続分の引き上げがある。
従来の規定では、夫の死後、遺された妻が相続でき
る遺産は 3分の 1だったが、それが 2分の 1に引
き上げられた。また、配偶者控除の限度額引き上げ、
第三号被保険者制度の創設（当時は主に専業主婦を
想定）など、ある意味では家庭基盤充実強化の延長
線上で政策がとられた。
　現在の諸制度には、制度設計において家族の存在
を考慮しなかったことによる課題がある。

「家族」の視点から見た政策課題

　介護保険制度では介護を担う家族への配慮が乏し
いという課題がある。現行の制度では、要介護者に
同居家族がいると、原則として訪問介護（生活援助）
が受けられない。これは、被保険者の受給権を行使
できないという点で問題である。また、家族介護と
なると、現行制度では社会的支援が極めて乏しく、
介護虐待の原因にもなりがちである。加えて、介護
のため仕事を辞めざるを得ない場合もあり、生活が
困窮しやすい。要介護者に着目するだけでなく、介
護をする家族も一体的に支援できる制度が求められ
ている。
　保育政策においても課題がある。従来、仕事と育
児の両立を促進するために保育所保育の充実に注力
されてきた。しかし、結果的に保育所を利用しない
家庭保育には社会的支援が乏しくなっている。
　保育所保育の場合、保育所を通じた公費補助が多
い。例えば、東京都世田谷区の場合、保育所を利用
すると 0歳児は年間約 340 万円、1～ 2 歳児は約
190 万円、3 歳児は約 123 万円、4 ～ 5 歳児は約
107 万円の公費補助がある。また、従来保育所の利
用料が年間約 30万円掛かっていたが、2019 年 10
月以降は保育の原則無償化により、3歳児以降は費
用が掛からなくなった。0歳から 5歳まで保育所を
利用した場合、約 930 万円の公的補助を受けてい
ることになる。
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作り、心身ともに健康に育てるためには、家族を一
体的に支援することが欠かせない。今後の政策や行
政には子供と家族の関係を考慮した舵取りが求めら
れる。

IPP 政策研究会（主催＝平和政策研究所、2021 年
5月 12日）発表より　

【追記】
　「こども庁」に関しては、2021 年 12月 21日、「子
ども政策の新たな推進体制に関する基本方針につい
て」が閣議決定され、こども政策の司令塔として「子
ども家庭庁」を創設することが決まった。内閣府の
外局として 2023（令和 5）年度に創設、必要な法
律案を 2022 年 1 月の通常国会に提出することと
された。「こども家庭庁」には、内閣府の児童手当、
認定こども園等の業務や、厚生労働省の子ども家庭
局（廃止予定）のすべての業務を移すが、文部科学
省の幼稚園行政の所管は従来のままとなった。
　新組織の名称は、最初は「こども庁」で進んだが、
最後に、子育てにおける家庭の重要性にかんがみ「こ
ども家庭庁」となった。筆者の主張とも合致するも
のである。ただし、閣議決定の「基本方針」に明示
されている「こども家庭庁」の主な事務は厚生労働
省こども家庭局の従来業務が中心であり、家庭基盤
の強化や家族支援の観点からの業務が乏しい。新組
織が設置された後は、これらの分野においても必要
な施策を強力に展開していただきたい。
（2022 年 1月 10日）

庁・部局と担当分野には次のようなものがある。厚
生労働省（保育園、学童保育、母子衛生、児童相談
所など）、文部科学省（幼稚園、学校検診、いじめ
対策など）、内閣府（認定こども園、企業主導型保育、
少子化対策等）、法務省（少年院、人権対策など）、
警察庁（非行防止等）などである。これらを「庁」
のレベルで所管するのは難しい。
　また、「こども庁」が組織上どこに設置されるか
も課題である。産経新聞（電子版 2021 年 4 月 22
日）に内閣府に設置する案と文科省に設置する案が
掲載されていたが、ともに課題はある。内閣府は元々
総合調整官庁なので、実施部隊を持たない。それに
も関わらず、「こども育成局」という原局を抱える
ことが検討されている。これは役人の目から見ると
疑問である。文科省内に設置した場合も、あくまで
文科省内の一部局として制約を受ける。本来であれ
ば、「子ども家庭省」として「省」レベルの規模が
なければ、一元化は難しいと思われる。「こども庁」
レベルで済ますのであれば、実現可能な分野に限っ
て厚生労働省などに置くのが有力な案ではないだろ
うか。
　さらに、「こども庁」という名称では、政府内に
おいて子供の問題に過ぎないとして軽視されるおそ
れがある。将来的には、少子化対策を含む家族問題
全般を取り扱う機関として、「子ども家庭省」ある
いは「家族省」といった名称の省の創設を期待した
い。
　従来、我が国は家族を政策の対象とすることから
距離を置いてきた。しかし、少子化や児童虐待に代
表されるように、子供の出生と養育に関する課題は
重大さを増してきている。子供を生みやすい環境を


